
雲南広域連合からのお知らせ

1. 令和６年度の制度改正に伴う届出について

2. 令和５年度運営指導の実施実績について

3. 令和５年度運営指導における主な指摘事項等について

4. 令和６年度の運営指導実施予定について

5. その他
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１．令和６年度の制度改正に伴う届出について

届出の提出〆切は下記のとおりです。

令和６年４月１日変更分 ⇒ 〆切：令和６年４月１５日

令和６年６月１日変更分 ⇒ 〆切：令和６年５月１５日

✓ 令和６年度介護報酬改定に関するご質問は、質問票のみで受け付けますの
で、ご了承ください。

✓ 質問票の様式は雲南広域連合ホームページに掲載していますので、作成の
上、メールにてご提出ください。

資料掲載：「雲南広域連合」→「介護保険」→「事業者の方へ」→「事業所指定（居宅介護支援・地域密着型サービス）・指
導関連」→「指導関連」→「令和５年度雲南広域連合指定事業所集団指導資料」
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通常の届出の提出について

指定更新
各事業者で指定有効期限を今一度ご確認ください。
有効期間満了日の前月末までに提出してください。

変更届 変更後１０日以内に提出してください。

加算届 異動年月日の属する月の前月１５日までに提出してください。

休止・廃止届
予定の１か月前までに提出してください。
※休止中のまま、指定更新を行うことは出来ません。

再開届 開始日から１０日以内に提出してください。

各種届出の提出期限等は下表のとおりです。

提出書類については雲南広域連合介護保険課ホームページをご覧ください。



２．令和５年度運営指導の実施実績

事業種別 実施事業所数

地域密着型 小規模多機能型居宅介護 2事業所

地域密着型 通所介護 4事業所

地域密着型 認知症対応型通所介護（共用型含） 3事業所

地域密着型 認知症対応型共同生活介護 3事業所

地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介護 2事業所

居宅介護支援 3事業所
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下記の事業所について運営指導を実施しました。

お忙しい中ご対応いただきありがとうございました。



３．令和５年度運営指導における主な指摘事項等について

①運営推進会議の記録の公表について

地域密着型サービスにおいては、運営推進会議を開催した際は、その内容を記録するとともに、
公表しなくてはならないとされています。

「事業所のホームページへの掲載」や「事業所内に当該記録の印刷物を設置し、だれでも閲覧可
能なものとする」等、広く公表をしてください

〔指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第３４条第２項〕
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３．令和５年度運営指導における主な指摘事項等について

②個人情報利用の同意について

事業所はサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、
利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなけ
ればならないとされています。

実情に合わせて利用者及び家族から個人情報の利用同意を得ておくこととしてください。

〔指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第３条第３３項準用〕
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～個人情報の取扱いについて～

介護関係事業者は、多数の利用者やその家族について、 他人が容易に
は知り得ないような個人情報を詳細に知りうる立場にあり、個人情報の適
正な取扱いが求められる分野です。

各事業所においては、「個人情報の保護に関する法律」や「個人情報の
保護に関する基本方針」「医療・介護関係事業所における個人情報の適
切な取り扱いのためのガイダンス」等の趣旨を踏まえ、個人情報の適正な
取り扱いに取組む必要があります。

利用同意はもちろんのこと、保有している個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防
止、その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を必ず講じて
ください。



３．令和５年度運営指導における主な指摘事項等について

③事業所からの契約解除について

近年、契約者やその家族からの職員に対する背信行為による事業所からの相談が増えていま
す。事業所の職員を守るためにも、契約書や重要事項説明書等に事業所からの契約解除につい
ての期限や通知方法、契約者及びその家族からの背信行為について具体的に記載をすることを
ご検討ください。
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４．令和６年度の運営指導実施予定について

≪実施予定事業所≫

【地域密着型 小規模多機能型居宅介護】

小規模多機能型居宅介護事業所 大東ゆりさわ

小規模多機能ホーム 雲水屋

小規模多機能型居宅介護事業所 雲南ゆりさわ

小規模多機能型居宅介護事業所 ふるさと風の家

小規模多機能ホーム あゆみの杜

【地域密着型 通所介護】

カルチャーセンター あおぞら

デイサービスセンター うしお湯治村

デイサービス だんだん

デイサービス よこたの郷

デイサービスセンター にこにこ

飯南町社会福祉協議会通所介護事業所

【地域密着型 認知症対応型通所介護】

デイサービス やわらぎ

【地域密着型 認知症対応型共同生活介護】

グループホーム 雲水屋

グループホーム 雲南・ゆりさわ

【地域密着型 介護老人福祉施設入所者介護】

特別養護老人ホーム 笑寿苑

【基準該当 訪問介護】

ケアポートよしだ 訪問介護

【居宅介護支援事業所】

ニチイケアセンターあかがわ

こもれびケアプランニング

居宅介護支援事業所 あゆみの杜

※日程や事前提出物については、
運営指導実施の１ヶ月程度前にお知
らせします。

介護サービス事業所には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。〔介護保険法第１１５条の３２〕

年に1回は人員配置や加算要件などの確認を行い、
適正に算定できているか自己点検をお願いいたします。



５．その他

✓令和５年度の各事業所における事故報告件数について

✓住宅改修の受領委任払いの登録制度開始について

✓軽度者に対する福祉用具貸与に係る承認申請について

✓要介護等認定申請における平均所要日数について

✓介護保険についての住民周知について

✓島根県 介護の日イベントについて
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令和５年度の各事業所における事故報告件数について

事故の種別 件数

１．死亡事故（意識不明を含む） １

２．死亡事故以外 ７４

内

訳

骨折 ５６

打撲・捻挫・挫傷 ５

切傷・擦過傷 ５

誤嚥・誤薬・異食 ２

感染症・結核 ０

失踪・徘徊 ６

交通事故 ０

その他 ０

合 計 ７５

雲南広域連合のホームページに
事故報告についての取扱要領を
掲載しています。

事故発生時の市・町への連絡に
ついて、速やかに、かつ正確な
連絡・報告をお願いいたします。

提出先：市町介護保険担当課



～住宅改修に係る受領委任
払いが登録制になります～

令和6年4月1日より、住宅改修の受領委任払いを利用する場合
は事前に登録が必要になります！

現在、雲南広域連合のホームページ上にて情報公開中です！



★住宅改修にかかった費用の支払い方
法について★

※注意※ 登録していないと「償還払い」になります！

★受領委任払いとは・・・ 利用者（被保険者）は、保険給付対象となる費用の内1～3割の自己

負担分のみを登録事業者に支払い、保険給付の受領を登録事業者に
委任し、雲南広域連合が登録事業者口座へ7～9割分を支給します。

★償還払いとは・・・

（原則的にはこちらの支払い方
法になります）

利用者（被保険者）は、一旦住宅改修にかかった費用の全額を施工事
業者に支払い、その後雲南広域連合から利用者へ保険給付対象とな
る費用の7～9割分を支給します。
（※利用者が給付制限を受けている場合は償還払いになります。）



受領委任払い利用希望の施工業者は、下記の書類
を雲南広域連合まで提出していただきます。

・上記様式は雲南広域連合ホームページに掲載していますので、ダウンロードしてご使用
いただけます。

・一度登録されれば継続して制度をご利用いただけます。その後、登録内容に変更等があ
りましたら雲南広域連合までご連絡いただきます。

提出するもの 問い合わせ・提出先（郵送でも受け付けています）

➀登録申請書（様式第1号）
※裏面に同意書あり

◆雲南広域連合介護保険課◆
〒699-1311 雲南市木次町里方1100-6（雲南消防本部3階）
TEL：0854-47-7342➁誓約書（様式第2号）



注意事項

書類を提出していただいた後に雲南広域連合で審査し、登録された施工業者には決定通知
書と住宅改修の手引きを送付します。

また、受領委任払いの登録をされた施工業者は登録事業所一覧に追加し、随時雲南広域連
合ホームページにて公表します。

受領委任払いの際に提出していただく「委任状兼承諾書」は引き続き提出していただきますが、
様式が4月1日～変更になります。一番下の欄にあった口座を記入する欄を削除したものに変
わりますので、新しい様式にて提出していただきますようお願いします。（※要押印です）



～住宅改修に関するお願い～
➀写真の日付は、カメラ機能を使うか、ない場合はホワイトボード等に記載して写真に写りこ
ませる形で入れてください。

➁完成後の写真について、施工部がよく見えるように写真を撮ってください。（例：手すりの
ディンプル、踏み台の接着部など・・・）

③理由書P1について〈総合的状況〉の右側、「住宅改修後の想定」欄の書き方について、現在
使用している福祉用具と、住宅改修後に使用する予定の福祉用具のについてチェックしてくだ
さい。（住宅改修によって取り付ける手すり等はチェックの該当にはなりません）



軽度者に対する福祉用具貸与に係る承認申請について

令和４年４月に当広域連合で作成した「軽度者に対する福祉用具貸与に係る承
認申請について」に基づき申請を行っていただいておりますが、提出書類の記載
内容に不足がある場合があります。今一度、下記の事項について、ご確認をお願
いいたします。

再度ご確認をいただきたい事項について

1. 主治医への聞取りや意見書について
2. 担当者会の記録について
3. ケアプランについて
4. 承認期間について
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１．主治医への聞取りや意見書について

主治医の意見は例外的貸与の状態像のいずれかに該当することが具体的にわ
かるように聴取してください。また、特殊寝台の場合で「立ち上がり」についての意
見を聴取しておられるケースが見られます。特殊寝台貸与の条件は「寝返り」また
は「起き上がり」が困難な場合です。「立ち上がりができない」だけでは、特殊寝台
貸与の条件は満たしませんので、ご注意ください。

＜医師の所見記載例＞ ※聞取りの際にも参考にしてください
〇パーキンソン病により時間帯によって起き上がりが困難な状態になるため特殊寝台が必要である。
⇒対象者の状態Ⅰに該当

〇がん末期の状態悪化により短期間で寝返りが困難な状況に至ると確実に見込まれ、床ずれ防止用具
が必要である。⇒対象者の状態Ⅱに該当

〇椅子での座位が困難であり、嚥下障害のため誤嚥性肺炎を起こす可能性がある。その回避のために、
特殊寝台のギャッジアップ機能が必要である。⇒対象者の状態Ⅲに該当
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２．担当者会の記録について
「問題なく使用できているため、引き続き貸与する」など現在の使用状況のみ記
載がある場合があります。利用者の状態像やサービスの必要性が具体的に分か
るように記載し、福祉用具貸与の例外給付の申請をすることを関係者間で情報共
有した旨を記載してください。また、福祉用具事業所担当者からの意見は必ず記
載するようにしてください。

該当する福祉用具の必要とする理由や具体的な目標等を必ず記載してください。
１．と同様に特殊寝台貸与で「立ち上がり」についてのみが記載してあったり、転倒
予防についての記載のみの場合があります。特殊寝台の場合は「寝返り」や「起き
上がり」（床ずれ防止用具については「寝返り」、車いすについては「歩行」）について
の課題や目標等を記載するようにしてください。

３．ケアプランについて
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４．承認期間について
介護予防サービス・支援計画表については、１年で見直すこととしていますので、
要支援認定者については承認期間を１年までとしていますが、要介護１以上の方
については、短期目標の期間を上限に期間を定めることが出来ます。（最長２
年）

引き続き、自立支援に基づいたアセスメントおよび適正給付に
ご理解・ご協力をお願いいたします。
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要介護等認定における平均所要日数について

今年度、早期認定に向けて各種業務改善を図った結果、令和５年１２月末時点で申請から認
定までの平均所要日数を約３５．５日（休日含む日数、対前年度比３日短縮）まで短縮すること
が出来ました。

39.32%

4.85%
31.07%

20.17%

4.41%

0.18%

R5年度4～12月認定者（2,246人）

30日以内 31日 40日以内 41日～2ヶ月以内 2カ月～4ヶ月未満 4か月以上

平均35.49日

関係機関の皆様の多大なご理解とご
協力のお陰とあらためて感謝申し上げ
ます。

今後とも適切な認定申請・調査・審査に
ご協力いただきますようよろしくお願い
いたします。
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介護保険についての住民周知について

雲南広域連合広報誌（2023秋号）にて認定
申請のタイミングについて周知を行いまし
た。また、窓口にチラシを設置し適切な申
請のタイミングについて周知をします。

令和６年度には介護保険の申請方法や相
談窓口、受けられるサービス、介護予防に
ついての情報など、住民のみなさまに介護
保険を知っていただくことを目的に、夢ネッ
トで周知番組を企画しています。

認定申請のタイミングチラシ

雲南広域連合広報誌（2023秋号）



島根県 介護の日イベントの雲南地域での開催について

島根県では11月11日の介護の日（※）に関連して、介護の魅力発信
を目的とした 『島根県「介護の日」イベント』 を毎年開催しています。

令和６年度は雲南地域での開催が計画されています。

高齢化の進展に伴い、介護は誰にとっても身近な問題となってきて
います。多くの皆さんが介護に触れ、親しむことで、介護について考
えていただくきっかけとなればと思っています。

介護事業所の皆様にもご協力をお願いすることがあるかと思います
ので、ご承知おきください。
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２０２３年益田市開催 チラシ


